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地域薬剤師会長  様 

同 薬局部会長  様 

 

長野県薬剤師会 

会長 日野 寛明 

 

「子どもの見守り強化アクションプラン」の実施について 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記について、日本薬剤師会より別添のとおり通知がありました。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、学校等の休業や外出自粛が継続する中

で、子どもの見守り機会が減少し、児童虐待等のリスクが高まっていることを受けて、

今般、要保護児童対策地域協議会が中核となって、様々な地域ネットワークを総動員し、

支援ニーズの高い子ども等を早期に発見する体制を強化するとともに、定期的に見守る

体制を確保する「子どもの見守り強化アクションプラン」が実施されることとなりまし

た。 

薬局においては、地域ネットワークの一員として、薬局に訪れた子どもの様子から子

どもの虐待が疑われることがあれば、積極的に各自治体の子ども関係部署に連絡する等、

地域の子どもの見守りについての役割が期待されるところです。 

つきましては、ご多忙の折、恐縮ですが、貴会(部会)会員にご周知くださいますよう、

よろしくお願いいたします。 
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